
以下は広告スペースです。

＜8＞ 広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。
また、大阪市が推奨するものではありません。

◆中央区の推計人口 （令和4年7月1日現在）　人口  109,647人 （前月比 ： +398人）　世帯数 72,041世帯 （前月比 ： +337世帯）
◆「広報ちゅうおう」は115,500部を発行し、8月号1部あたりの発行単価（配布費用含む）は約10.9円です（うち約1.1円を広告収入で賄っています）。

広報
令和4年8月　NO.315

　地域福祉コーディネーターは、見守り相談室と連携しながら、要援護者
名簿の対象者や、地域にお住まいの見守りなどが必要な方に対して、訪問
や電話による安否確認、百歳体操やふれあい喫茶での状況把握などを
行っています。　
　中央区には、地域福祉コーディ
ネーターが17名いて、それぞれの
地域で活動しています。
　お住まいの地域の地域福祉
コーディネーターの活動日や活動
拠点は、見守り相談室へお問い合
わせください。

問合せ
見守り相談室（中央区社会福祉協議会内）　☎6763-8139　　 6763-8151
保健福祉課（保健福祉）４階43番　☎6267-9857　　 6264-8285

FAX

FAX

見守る！ つながる！ 気にかける！

こんにちは! 見守り相談室 です♪
＃03 地域福祉コーディネーターをご存じですか？

　「能」は、大坂城を築城した豊臣秀吉を中心とした武将らの庇護の下、約700年
に渡り今に伝えられてきました。歴史をみると安土・桃山時代の能文化が現代の
能のルーツになったとも云われています。
　「能」の大道具「作り物」や小道具「能扇」から、SDGsを紐解いてみましょう。

大道具「作り物」と小道具「能扇」の解説、仕舞「船弁慶」「猩々」
※仕舞は面・装束をつけずに上演します。
梅若基徳（シテ方観世流能楽師・重要無形文化財総合指定保持者）
中学生以上　  70名（多数抽選）
往復はがきに次の項目を記入し、郵送してください。（1枚で2名まで応募可）
①「能」希望と明記
②郵便番号・参加者全員の名前・住所と代表者の日中連絡のつく電話番号
③中央区在学・在勤の場合、学校名・勤務先住所
④手話通訳の要不要、車いすでお越しになる方は、その旨をご記載ください。
〒６６３-８１８４　兵庫県西宮市鳴尾町3-6-20
日本伝統芸術文化財団「能」係　  9月5日（月）必着
日本伝統芸術文化財団　☎0798-48-5570（10：00～17：00）
　　nishinomiyanohgakudo@gmail.com
中央区役所市民協働課

能にみるSDGsの発見！
～大道具「作り物」＆小道具「能扇（のうおうぎ）」～

令和4年度　中央区の歴史と文化を生かした生涯学習事業
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大阪市立中央会館ホール （中央区島之内2-12-31）
10.3 10:30~12:00（10：00受付）月

問合せ

市民協働課（まち魅力推進）5階52番 ☎6267-9832　　 6264-8283FAX

　大坂城の築城のために、その働き手が住んだといわれる「船場」。大坂冬
の陣のあと、江戸期に入ると、徳川家は大坂城再建と大坂再興に向けて、
全国から職人など、まちづくりの担い手を呼び寄せました。京都の伏見から
移り住んだことに由来するといわれる「伏見町」はわかりやすい例で、信長や
秀吉など旧勢力に関わりの深い伏見桃山城が廃城になったという歴史の
裏返しでもあります。
　その後、船場周辺には船宿、料亭、両替商、呉服店、金物屋などが次々に
誕生し、わが国の経済、流通の中心地となり栄え始めました。船場は、商都
大阪の礎を築きあげ、大阪は「天下の台所」として繁栄していきます。

～中央区魅力発信！ いま むかし にぎわいパネルより～

昭和中期 平成後期

大阪の経済の中心 船場
せんば

Vol.2

中央区いいとこ ～いま むかしの にぎわい～っと！ギュギュ

見守りが必要な方への連絡 来館された方への近況確認

見守り訪問の様子

　「こども110番の家」は、こどもたちが通学
路や公園で、危険を感じたり誰かの助けが
必要な時に、警察への通報や保護に協力し
てくれる家や施設です。
　こどもたちの安全のためにも、日頃から
通学路等の安全を家族で確認し、防犯ブ
ザーやホイッスルも持たせて活用するよう
伝えましょう。

東横INN大阪船場東　支配人 斉藤 紀美さん

　東横インでは、社会貢献の取り組みとして全店約330店舗でこども
110番の家に登録しております。
　フロントが常駐しており、お子様の目でも見つけやすい大きな看板
を設置して、お子様が困った時に立ち寄りやすい環境を
整えております。今後も地域の皆さまのお役に立てる
ように考えていきます。

こども110番 こどもたちを守る家

問合せ
市民協働課（市民活動支援・教育）５階53番　☎6267-9743　　 6264-8283FAX

８月はこども１１０番月間です

知ってますか？

「こども110番の家」とは…

協力いただいている企業の方の声です

参加無料（事前応募制）


